
多
段
階
評
価

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
達
成
率

★
★
★
★
★

1
0
9パ
ー
セ
ン
ト
以
上

★
★
★
★

1
0
0パ
ー
セ
ン
ト
以
上
1
0
9パ
ー
セ
ン
ト
未
満

★
★
★

9
0パ
ー
セ
ン
ト
以
上
1
0
0パ
ー
セ
ン
ト
未
満

★
★

8
0パ
ー
セ
ン
ト
以
上
9
0パ
ー
セ
ン
ト
未
満

★
8
0パ
ー
セ
ン
ト
未
満

別
表
第
一
中
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
（
電
動
機
の
定
格
消
費
電

力
の
合
計
が
三
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
、
電
熱
装
置
を
有

す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
電
熱
装
置
の
定
格
消

費
電
力
が
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
電

気
冷
風
機
及
び
熱
電
素
子
を
使
用
す
る
も
の
を
除

く
。
以
下
同
じ
。）

一

冷
房
能
力

二

区
分
名
（
冷
暖
房
の
用
に
供
す
る
エ
ア
コ
ン
デ
ィ

シ
ョ
ナ
ー
の
う
ち
直
吹
き
形
で
分
離
型
の
も
の
に
限

る
。）

三

冷
房
消
費
電
力

。

別
表
第
二
第
七
号
（
二
）
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ユ
ニ
ッ
ト
の
形
態

冷
房
能
力

室
内
機
の
寸
法
タ
イ
プ

区
分
名

直
吹
き
形
で
壁
掛

け
形
の
も
の
（
マ

ル
チ
タ
イ
プ
の
も

の
の
う
ち
室
内
機

の
運
転
を
個
別
制

御
す
る
も
の
を
除

く
。）

三
・
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

寸
法
規
定
タ
イ
プ
（
室
内
機
の
横
幅
寸
法
八
〇
〇
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
下
か
つ
高
さ
二
九
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
下
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

Ａ

寸
法
フ
リ
ー
タ
イ
プ
（
寸
法
規
定
タ
イ
プ
以
外
の
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

Ｂ

三
・
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超

四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

寸
法
規
定
タ
イ
プ

Ｃ

寸
法
フ
リ
ー
タ
イ
プ

Ｄ

四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超

五
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

Ｅ

五
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超

六
・
三
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

Ｆ

六
・
三
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超
二

八
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

Ｇ

直
吹
き
形
で
壁
掛

け
形
の
も
の
以
外

の
分
離
形
の
も
の

（
マ
ル
チ
タ
イ
プ

の
も
の
の
う
ち
室

内
機
の
運
転
を
個

別
制
御
す
る
も
の

を
除
く
。）

三
・
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

Ｈ

三
・
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超

四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

Ｉ

四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超
二

八
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

Ｊ

マ
ル
チ
タ
イ
プ
の

も
の
で
あ
っ
て
室

内
機
の
運
転
を
個

別
制
御
す
る
も
の

四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

Ｋ

四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超

七
・
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

Ｌ

七
・
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
超
二

八
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

Ｍ

別
表
第
二
第
七
号
中
（
四
）
及
び
（
五
）
を
削
り
、（
六
）
を
（
四
）
と
し
、（
七
）
を
（
五
）
と
し
、（
八
）
を
（
六
）

と
し
、（
九
）
を
（
七
）
と
す
る
。

四

暖
房
能
力
（
暖
房
の
で
き
る
も
の
に
限
る
。）

五

暖
房
消
費
電
力
（
暖
房
の
で
き
る
も
の
に
限
る
。）

六

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
冷
暖
房
の
用
に
供

す
る
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
う
ち
直
吹
き
形
で

分
離
型
の
も
の
に
限
る
。）

七

使
用
上
の
注
意

別
表
第
二
第
七
号
（
二
）
中
の
「
次
の
表
の
」
の
下
に
「
ユ
ニ
ッ
ト
の
形
態
欄
、」
を
加
え
る
。

平成™˜年œ月˜™日 火曜日 (号外第 Ÿ号)官 報
]
１
]
の
通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｃ
9
6
1
2（

2
0
0
5）
附
属
書
３
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

り
算
出
し
た
数
値
と
す
る
。
た
だ
し
、マ
ル
チ
タ
イ
プ
で
あ
っ
て
室
内
機
の
運
転
を
個
別
制
御
す
る
も
の
の
う
ち
、

１
の
室
外
機
に
接
続
す
る
室
内
機
の
組
合
せ
が
２
以
上
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
通
年
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
測
定
す
る
も
の
と
す
る
。

ア
室
内
機
の
形
態
は
、
壁
掛
け
形
を
原
則
と
す
る
。

イ
室
内
機
の
台
数
は
、
室
外
機
に
室
内
機
ご
と
の
接
続
口
が
あ
る
場
合
は
そ
の
口
数
、
個
別
の
接
続
口
が
な

い
場
合
に
は
２
台
を
原
則
と
す
る
。

ウ
室
外
機
と
室
内
機
の
接
続
は
、
室
外
機
の
呼
称
能
力
を

1
0
0％
発
揮
で
き
る
室
内
機
の
接
続
の
う
ち
、
室

内
機
の
呼
称
能
力
の
合
計
と
室
外
機
の
呼
称
冷
房
能
力
の
比
が
１
又
は
１
の
間
近
と
な
る
も
の
を
選
定
す

る
。

附
則

こ
の
告
示
は
、
平
成
2
1年
５
月
1
2日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
百
八
十
一
号

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
八
十
六
条
の
規
定
を
実
施

す
る
た
め
、
平
成
十
八
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
五
十
八
号
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
機
械
器
具
の
小
売
の
事
業

を
行
う
者
が
取
り
組
む
べ
き
措
置
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
五
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
十
二
日

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

１
e

１
中
「直

吹
き
で
ウ
ィ
ン
ド
形
又
は
ウ
ォ
ー
ル
形
の
も
の
及
び

」
を
削
る
。

１
e

３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
`
３
多
段
階
評
価
基
準

日
本
工
業
規
格
Ｃ
9
9
0
1に
基
づ
く
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
達
成
率
が
、
次
の
表
の
右
欄
に
該
当
す
る
機
器
は
、
同
表
の

左
欄
に
掲
げ
る
多
段
階
評
価
と
す
る
。

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
百
八
十
二
号

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
機
械
器
具
品
質
表
示

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
十
二
日

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

電
気
機
械
器
具
品
質
表
示
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

電
気
機
械
器
具
品
質
表
示
規
程
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
告
示
第
六
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
二
年
五
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
機
械
器
具
品
質
表
示
規
程
の
規
定
に
基
づ
く
表
示
を

し
た
電
気
機
械
器
具
に
つ
い
て
は
、
そ
の
表
示
を
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
機
械
器
具
品
質
表
示
規
程
の
規

定
に
基
づ
く
も
の
と
み
な
す
。

˜œ
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